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平成28年度～令和元年度包括外部監査指摘・意見に対する措置状況に 

ついて 

 

 地方自治法第252条の38第６項前段の規定により包括外部監査の結果に基づき措

置を講じた旨の通知がありましたので，同項後段の規定により，別紙のとおり公表

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



監査
年度

報告書
ページ

所属名称 № 区分 名称等
指摘
区分

指摘・意見事項 指摘・意見事項に対する措置状況

平成２８年度包括外部監査指摘・意見に対する措置状況について

H28年度 52
地域協働
課

80 補助金
呉市自治会連合
会

意見

　毎年定額8,000千円の補助であり，支出の方
も毎年4,200千円の運営費（会議の日当、交通
費など），3,800千円の活動費（配布金として
各自治会へ再補助）と支出の面も硬直的であ
る。昭和３１年からの補助であるが，当初より
書類作成及び保管等の事務処理は呉市役所内で
行っており，事務処理手続も含めて会の自立の
方向性について検討すべきと思われる。

　現在，呉市では，様々な広報や事
業実施において，効率的・効果的に
行えることから，多くを自治会連合
会（以下，「連合会」という。）や
自治会を通じて実施している。
　しかし，現在，自治会において
は，役員の高齢化や担い手不足，ま
た自治会員の加入率の低下など組織
の持続において多くの課題等を抱え
ている。
　こうした状況下において，連合会
に係る事務処理等を当連合会へ移管
した場合，連合会の運営に支障が生
じることが危惧され，本市とも十分
な連携が取れず行政事務に支障が生
じ，引いては市民サービス（行政
サービス）が低下することが想定さ
れる。
　令和２年度からは，自治会を始め
とする住民自治組織が持続可能な運
営ができるよう有識者等を構成員と
する住民自治組織あり方検討委員会
において組織力強化に向けて改善策
等について検討している。
　こうしたことから，現状において
は，連合会の自立はすぐには困難と
考えるが，将来的に，連合会におい
て機能強化が図られ，事務局を担う
人員確保に係る費用面などの条件等
が整っていけば，連合会の自立に向
けた協議を行っていく予定である。
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所属名称 № 区分 名称等
指摘
区分

指摘・意見事項 指摘・意見事項に対する措置状況

H28年度
33・
98

文化振興
課

120 補助金
呉市文化団体連
合会

意見

（補助事業者等の繰越金等の確認）P33
　補助金等は公金の支出であるから，補助対象
事業に公益性が認められたとしても，重ねて支
出の必要性を検討して，補助の可否を決める必
要がある。また，真に支援を必要とする相手先
に対して支出することが求められることから，
財政状態が安定していて資金的に余裕のある団
体への補助等については，廃止を含めて検討す
るのが相当であると思われるし，長い目で見れ
ば交付先団体の自主性や自立性に繋がっていく
ものと思われる。
（個別意見）
　平成２８年３月３１日現在で積立金残高が
2,340千円あり，決算書上毎年余剰金（150千円
～700千円）が発生し積立金へ積立てしてい
る。補助金額に比べて繰越金，積立金額が多
く，補助の必要性について検討すべき補助金で
ある。
　特定団体への補助であり，補助額も少額であ
る。補助に対しての評価を行うとともに，少額
の補助については，公益性や費用対効果等を勘
案し，廃止を含めて検討を行うべきである。

　呉市の文化の振興に大きく寄与し
ている団体であり，公益性も高いと
考えられるため，今後も補助を継続
していくこととするが，「呉市補助
金等見直しガイドライン」に基づ
き，交付要綱の整備をするととも
に，これまでの団体補助から事業補
助への移行（場合によっては廃止）
も検討していく。
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H28年度 102
文化振興
課

122 補助金
呉ＢＳ・ＧＳ連
絡協議会

意見
　特定団体への定額補助である。補助に対して
の評価，再検討を行うべきである。

　「呉市補助金等見直しガイドライ
ン」に基づき，補助金交付要綱を整
備するとともに，事業効果の検証を
行い，これまでの団体補助から事業
補助への移行（場合によっては廃
止）を検討していく。

H28年度 104
文化振興
課

123 補助金 呉少年合唱団 意見

　かつては200名以上いた団員が現在は30名程
度と減少している。補助金の費用対効果につい
て検討を要する。
　特定団体への定額補助である。補助に対して
の評価，再検討を行うべきである。

　「呉市補助金等見直しガイドライ
ン」に基づき，補助金交付要綱を整
備するとともに，事業効果の検証を
行い，これまでの団体補助から事業
補助への移行（場合によっては廃
止）を検討していく。

H28年度 116
文化振興
課

137 補助金 文化財保存 意見

　文化財所有者負担分もあるためか，利用が進
まない。文化財の掘り起こしとともに，活用方
法についてもっと検討し，文化財は毎年劣化す
るものでもあるので，場合によっては所有者負
担なしとして進捗度を上げていく手法の検討も
必要と考える。

　現在まで所有者から負担額軽減の
要望もなく，市内文化財の保存に関
して，適正な対応ができていると考
える。
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H28年度
34・
118

文化振興
課

140 補助金
伝建地区建物保
存

意見

（合併町関係を含む公平性について）P34
　平成１５年４月の下蒲刈町の合併に始まり，
呉市周辺８町の平成の大合併により現在の呉市
となっている。当時の「合併建設計画」によ
り，補助金Ｎｏ．４５「合併町地域まちづくり
振興事業補助金」を旧合併町のまちづくり協議
会等に交付し，現在も毎年同額で継続してい
る。
　旧市内の住民からすると，補助金等の公益上
の必要性の要点である，補助金等が特定の者に
限定されず，市民に広く機会があるかという
「公平性」に疑問が生じるところである。毎年
24,000千円という多額の補助金等の支出である
ため，個別意見とは別に記載させていただい
た。その他該当する補助金等としては，以下の
とおりである。
（個別意見）
　豊町御手洗地区内の訪問客も毎年増加してお
り，今後は他島との連携等により地区の魅力を
呉市内外にいかに広報していくかという課題が
ある。呉市補助のほかに，国庫補助が75％を占
めている。希望者が多く，選定委員会の選定に
より公平性を確保しているが，毎年実施は希望
者の一部のみにとどまっている。国の施策とも
かかわり，各方面との調整にも時間を要すると
は思うが，もっとスピ－ド感をもって取り組ん
でいただきたい。

　御手洗地区は，重要伝統的建造物
群保存地区として，地区全体が文化
財として国から選定されている。本
補助金は，国選定地区に対する補助
金であり，市民に広く機会のあるも
のではない。
　また，地区住民の高齢化等建物の
維持管理に不安を抱えている所有者
等の要望に対して，令和２年度から
修理・修景件数を増やすなどの対応
をしている。
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H28年度 136
福祉保健
課

164 補助金 社会福祉協議会 意見

　補助金額は，補助事業者等と協議した資料に
基づいて算定している。
　補助事業者等の性質から，継続して補助を行
うことについては理解することができるが，補
助金交付要綱等のない状況で実施することにつ
いて，正当性や有効性の観点から疑問である。
　現状において，呉市では補助金交付要綱等の
作成は必須とはなっていないため，協議資料の
合規性も不明確であり，市役所内で承認を経た
文書を制定することが望まれる。
　補助事業者には元職員が数名在職している。

　当該補助金は補助事業者の人件費
に対して補助を行うものである。平
成30年度から補助対象を一部見直
し，現在，補助金の合規性を担保す
るため，交付要綱について関係部署
等との協議を進めている。条件等が
整った後に制定する予定である。
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所属名称 № 区分 名称等
指摘
区分

指摘・意見事項 指摘・意見事項に対する措置状況

H28年度
34・
269

観光振興
課

338 補助金 豊町観光協会 意見

（合併町関係を含む公平性について）P34
　平成１５年４月の下蒲刈町の合併に始まり，
呉市周辺８町の平成の大合併により現在の呉市
となっている。当時の「合併建設計画」によ
り，補助金Ｎｏ．４５「合併町地域まちづくり
振興事業補助金」を旧合併町のまちづくり協議
会等に交付し，現在も毎年同額で継続してい
る。
　旧市内の住民からすると，補助金等の公益上
の必要性の要点である，補助金等が特定の者に
限定されず，市民に広く機会があるかという
「公平性」に疑問が生じるところである。毎年
24,000千円という多額の補助金等の支出である
ため，個別意見とは別に記載させていただい
た。
　その他該当する補助金等としては，以下のと
おりである。
（個別意見）
　特定団体への定額補助である。補助に対して
の評価・再検討を行うべきである。
　予算措置時点で開催予定として予算に計上し
たまつり・イベント等は，予定どおり開催した
との回答を得た。

　「呉市補助金等見直しガイドライ
ン」に基づき精査し，以下の理由か
ら補助金の額は減額しないこととし
た。
理由：
　豊町観光協会は，観光案内所とし
ての機能を多分に担っており，呉市
の観光資源の開発や宣伝等を積極的
に発信し，観光客誘致に貢献してい
る。
　毎年、事業活動や補助事業の「目
的」，「内容」，「手法」を精査
し，公益性が認められる。
　繰越金も多分にあるわけではな
く，適切に必要な事業等に支出して
いることが認められるため。令和元
年度決算においては，繰越金が「呉
市補助金等見直しガイドライン」に
おける見直し基準である補助金交付
金額の１／４を下回っている。

　今後も，毎年豊町観光協会から受
ける活動報告により事業効果を検証
し，団体補助から事業補助への移行
を検討していく。
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所属名称 № 区分 名称等
指摘
区分

指摘・意見事項 指摘・意見事項に対する措置状況

H28年度
34・
273

港湾漁港
課

353 補助金 御手洗回漕店 意見

（合併町関係を含む公平性について）P34
　平成１５年４月の下蒲刈町の合併に始まり，
呉市周辺８町の平成の大合併により現在の呉市
となっている。当時の「合併建設計画」によ
り，補助金Ｎｏ．４５「合併町地域まちづくり
振興事業補助金」を旧合併町のまちづくり協議
会等に交付し，現在も毎年同額で継続してい
る。
　旧市内の住民からすると，補助金等の公益上
の必要性の要点である，補助金等が特定の者に
限定されず，市民に広く機会があるかという
「公平性」に疑問が生じるところである。毎年
24,000千円という多額の補助金等の支出である
ため，個別意見とは別に記載させていただい
た。
　その他該当する補助金等としては，以下のと
おりである。
（個別意見）
　平成２０年度以降継続している特定団体への
定額補助である。補助に対しての評価・再検討
を行うべきである。

　御手洗港の高速船の航路の維持の
ために，御手洗回漕店を運営してい
る御手洗自治会に補助している。
「呉市補助金等見直しガイドライ
ン」に基づき精査した結果，本補助
金は，御手洗桟橋において地元住民
及び観光客の利便性向上に貢献して
いることから，今後も事業効果の検
証を行い団体補助から事業補助への
移行を検討していくこととした。

H28年度 275
港湾漁港
課

354 補助金 呉清港会 意見

　補助金の算定方法について定めがあるが，毎
年度99回の上限まで活動回数が達している。一
方，補助金交付金額には3,600千円の予算の上
限を設けていることから，平成２０年度以降は
その上限金額が執行額となっている。そのた
め，実績対象事業費に占める呉市の補助割合が
70％程度で推移しており，残りの30％程度を呉
清港会の会員（43社）が負担するという実質的
な定額補助となっている。

　呉港の海面を清掃することは，港
湾法により，港湾管理者である呉市
の業務となっている。本補助金を減
額した場合は，呉清港会の会員が負
担している３０％程度も呉市が負担
することにもつながる。また，清掃
業務は，清掃範囲にある四漁協に委
託している。本補助金は，漂流物，
汚染物の投捨の防止除去等に関する
事業を行い，航行船舶の安全，公衆
衛生の向上に貢献していることか
ら，今後も事業効果の検証を行い，
団体補助から事業補助への移行を検
討していく。
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所属名称 № 区分 名称等
指摘
区分

指摘・意見事項 指摘・意見事項に対する措置状況

H28年度
34・
277

港湾漁港
課

355 補助金 海の月間行事 意見

（合併町関係を含む公平性について）P34
　平成１５年４月の下蒲刈町の合併に始まり，
呉市周辺８町の平成の大合併により現在の呉市
となっている。当時の「合併建設計画」によ
り，補助金Ｎｏ．４５「合併町地域まちづくり
振興事業補助金」を旧合併町のまちづくり協議
会等に交付し，現在も毎年同額で継続してい
る。
　旧市内の住民からすると，補助金等の公益上
の必要性の要点である，補助金等が特定の者に
限定されず，市民に広く機会があるかという
「公平性」に疑問が生じるところである。毎年
24,000千円という多額の補助金等の支出である
ため，個別意見とは別に記載させていただい
た。
　その他該当する補助金等としては，以下のと
おりである。
（個別意見）
　平成２０年度以降継続している特定団体への
定額補助である。補助に対しての評価・再検討
を行うべきである。

　運輸局及び関係団体の行う海事に
関する行事に協力し，参画すること
を目的とした団体である呉海事振興
会が行う，海事思想を普及するため
の「海の日」「海の月間」行事等に
対して補助している。
　本補助金は，海の月間を中心とし
て海や港に親しみを持ち，海を大切
にするという啓発活動や海洋汚染防
止活動等の事業を行っており，海洋
保護の意識向上に貢献していること
から，今後も事業効果の検証を行
い，団体補助から事業補助への移行
を検討していく。
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所属名称 № 区分 名称等
指摘
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指摘・意見事項 指摘・意見事項に対する措置状況

H29年度 74
環境政策
課

77 貸付
呉食肉集配セン
ター

指摘

　呉市と呉食肉商業協同組合との間で，昭和４
９年より呉市食肉センター廃止計画以後争われ
ていた事件で，昭和５５年に１０年間無償で土
地を貸し付けることで和解し，そのまま無償貸
付が継続されている。和解から４０年近く経過
し和解当時と状況も変わってきており，その間
３千㎡以上の市有地を無償で貸し付けている事
実について再考すべきと思料する。また，事務
所棟は一部使用されているが，敷地内の倉庫に
ついては現在未使用となっており，解除条項
「③集配センターの用に供しなくなったとき」
にも該当するものと思われ，金額面でも相当額
の土地を無償で貸付していることを含め，現貸
付期間満了時までには，今後の対応を整理すべ
きものと思う。

　当該地については，集配センター
として使用されていないことから，
呉食肉商業協同組合との協議の結
果，市有財産無償貸付契約を契約期
間満了日である令和2年7月20日を
もって終了し，更新しないこととし
た。

平成２９年度包括外部監査指摘・意見に対する措置状況について
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所属名称 № 区分 名称等
指摘
区分

指摘・意見事項 指摘・意見事項に対する措置状況

H29年度 84

企画課

呉駅周辺
事業推進
室

203 未利用
呉駅前西再開発
ビル

意見

　約５年前より未利用となっている旧呉そごう
の建物については，建物及びこれに付着する地
上権の大部分を株式会社そごう・西武が所有し
ている。現状は，株式会社そごう・西武におい
て権利集約を進めるとともに，呉市において呉
駅周辺整備における跡地の位置づけを整理・検
討中である。呉市民が最も関心ある事項のひと
つでもあり，早期の決着が望ましいものであ
る。単に呉駅前再開発としての問題でなく，
「呉市」としての街の魅力とも関係ある事項で
もあり，「呉市の魅力づくり」という課題につ
いて新市長とともに我々市民も積極的に取り組
んでいく必要のある課題と思料する。

　「呉駅周辺の総合開発」について
は，旧そごう呉店跡地だけではな
く，駅前広場や南側へのアプローチ
も含めた広いエリアで，駅周辺の将
来の在り方や，旧そごう呉店跡地の
位置付けを検討することとしてい
る。
　そのため，日本を代表する各分野
の専門家に参画いただき，「呉駅周
辺地域総合開発に関する懇談会」を
開催し，平成31年3月に，「呉駅周辺
地域総合開発に関する提言」をいた
だいた。
　令和元年度は，この提言を踏ま
え，市としての基本計画を策定する
ため，「呉駅周辺地域総合開発基本
計画検討会」を開催し，令和2年4月
に，「呉駅周辺地域総合開発基本計
画」を策定した。
　令和2年度は，旧そごう呉店跡地の
一部及び駅前広場について，国にお
いて，国直轄整備の実現に向けた検
討会が設置され，本市もその共同事
務局として検討に参画し，令和3年3
月に事業計画を共同策定した。
　これを受けて，令和3年4月から
「国道31号等呉駅交通ターミナル整
備事業」として，国において事業化
に至った。

H29年度 90
子育て支
援課

218 未利用
旧鹿島瀬戸児童
館

意見

　平成２５年４月から倉橋上区自治会に無償貸
与しており，地区の自治会館として利用されて
いる。このように現在利用されており，他への
転用が困難と思われる建物等については，使用
者の自己責任の観点及び修繕等の維持経費負担
も考慮し，使用者への無償譲渡について検討し
てはどうかと思料する。

　倉橋上区自治会より地域の重要な
コミュニティ施設として今後も活用
したいとの申し出があり，平成３１
年４月から引き続き３年間無償貸付
の契約を締結した。
　今後も，契約更新時に地域事情及
び建物の状態等を確認しながら貸付
の継続について検討を行う。
　なお，呉市公共施設に関する個別
施設計画の進捗による普通財産の無
償譲渡に係る市全体の方針が決定さ
れた際は，再度検討を行う。
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H29年度 163
文化振興
課

－

有効性評
価（①社
会教育施
設）

長門の造船歴史
館

意見
　当該施設の歴史的重要性を勘案して，再建計
画又は廃止の具体的計画を検討すべきである。

　呉市公共施設に関する個別施設計
画において，令和7年度を目途に周辺
の類似施設（倉橋歴史民俗資料館）
と集約化する方針とした。

H29年度 163
文化振興
課

－

有効性評
価（①社
会教育施
設）

大空山青年の家 意見
　多額の修繕費の金額的定義付けを明確にし，
費用対効果の観点から廃止の具体的な計画を明
確にすべきである。

　呉市公共施設に関する個別施設計
画において，令和３年度を目途に廃
止する方針とした。

H29年度 166
スポーツ
振興課

－

有効性評
価（②ス
ポーツ施
設）

豊スポーツセン
ター

意見
　スポーツ施設の中で，特に利用１単位当たり
コストが高いため，費用対効果の観点から廃止
を含めて慎重な検討が必要である。

　呉市公共施設に関する個別施設計
画で，令和13年度を目途に規模縮小
する方針とした。

H29年度 169
スポーツ
振興課

－

有効性評
価（②ス
ポーツ施
設）

大空山体育館 意見

　「大空山青年の家」の利用１単位当たりコス
トも高いので，当該施設と「大空山青年の家」
を一体として考え，費用対効果の観点から総合
的に将来計画を検討すべきである。

　呉市公共施設に関する個別施設計
画で，令和15年度を目途に施設廃止
する方針とした。

3/5



監査
年度

報告書
ページ

所属名称 № 区分 名称等
指摘
区分

指摘・意見事項 指摘・意見事項に対する措置状況

　【呉サポート・コア，呉ジャン
プ・コア】
　くれ産業振興センターは民間企業
等と独自のネットワークを構築し，
行政の枠組みにとらわれることな
く，連携・協働する方向で取組を進
めている。
　【呉地方卸売市場，呉東部卸売市
場，水産物荷さばき施設】
　呉市地方卸売市場は，現時点，指
定管理者制度の導入により運営をし
ており，官民連携（間接民営）を
行っている。
　次期施設整備等（耐用年数満了
時）については，流通量の減少や，
空店舗の状況等を勘案し，呉市公共
施設に関する個別施設計画に記載す
るとおり，事業規模に合わせた施設
整備とする。
　また，開設者自体を民営化（完全
民営化）することで，効率化される
かの検討は継続する。
　呉東部卸売市場は，民間運営の市
場であり，施設整備当初から，普通
財産の貸付け（賃貸借契約）をして
いる。
　施設の耐用年数の間は，現状どお
り，生鮮食料品の流通拠点として活
用していただく。
　水産物荷さばき施設は地域の過疎
化が進展する中，漁業従事者等の必
要不可欠な施設として利用。民間と
の連携による利用者増が見込めない
ため，現状の利用を継続する。

意見

産業振興施設
（その他）に関
する総合的な見
解（呉サポー
ト・コア，呉
ジャンプ・コ
ア，呉地方卸売
市場，水産物荷
さばき施設，呉
東部卸売市場）

有効性評
価（⑯産
業振興施
設（その
他））

－

商工振興
課
農林水産
課

204～
207

H29年度

　人口減少・高齢化の進展を背景に長期にわた
り低迷が続く地方経済に反転の糸口が見えてこ
ない。このような状況を改善する方法として官
民連携が挙げられる。官民連携の必要性は，従
来の政策でも指摘されてきた。地域産業の持つ
特性を生かすために，民間の力を積極的に活用
するという観点から，行政の枠組みにとらわれ
ることなく，自然発生的に生じている経済エリ
アを中心に，民間中心のネットワークを生かす
ことが急務であると思われる。
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H29年度 215
住宅政策
課

－
有効性評
価（⑱市
営住宅）

市営住宅に関す
る総合的な見解

意見

　呉市の市営住宅は入居率が低下している。有
効性の観点からは入居者を集約させて用途変更
等の措置を取る必要がある。非成長･成熟社会
におけるストックの有効利用が住宅政策におい
て重要になっている。
　一方で安全性や居住性の面で低位な状況にあ
るため，主に老朽化した住宅のストック改善等
が必要であり，住宅施策としては耐震化に関す
る啓発事業，住情報の提供などが急務であると
思われる。

　全体での入居率（稼働率）は，令
和元年度末で77.63%となっている
が，このうち募集停止住宅(※)を除
いた入居率は89.2%と比較的高位にあ
る。
　一方で，呉市公共施設に関する個
別施設計画において維持・廃止等の
方針を定めており，方針に沿った形
で募集停止住宅入居者の移転を促進
していく。
　また，維持管理を行う住宅の中
に，耐震性の確保できていないもの
があるため，耐震化事業に取り組み
ストック改善が図られるよう事業を
行っていく。

※募集停止住宅とは，耐用年数や住
宅需要等を考慮し近い将来での用途
廃止を前提とし，除却又は統合・建
替を計画している住宅のこと。
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H30年度 82
地域協働
課

1
(a)指定
管理（非
公募）

呉市昭和地区ま
ちづくりセン
ター及びスポー
ツ施設の管理及
び運営業務

意見

　指定管理者制度は、住民サービスを効果的、
効率的に提供するため、サービスの提供者を民
間事業者等から幅広く求めることに意義が有
り、複数の申請者に事業計画書を提出させるこ
とが望ましいとされている（H22.12.28総務省
通知抜粋）。
　呉市昭和地区まちづくりセンター等は地域密
着型施設であるものの、老人集会所等の地域密
着型施設と比較すると、利用料金制を導入して
おり、利用者数も多く多機能的な施設であるこ
とから、公平性、透明性の観点からも、公募と
することが望ましいと考える。
　また、目標利用者数等の期待する成果（数値
化した指標）を明確化することで、指定管理者
の創意工夫や経営努力に対する意欲が高まり、
利用者増につながるものと考えられる。
以上のことから、指定管理者の次期更新の際
は、公募の実施や利用者数等の目標管理の実施
を検討する必要がある。

　令和３年４月の指定管理者の次期
更新に際して，一括公募を実施し，
また，募集の際に施設の利用促進の
取組・方策として，利用者を増やす
ような取組・工夫及び利用促進の観
点から提案することを公募条件とし
た。

H30年度 88
文化振興
課

4
(a)指定
管理（非
公募）

蘭島文化振興施
設管理運営に係
る委託（指定管
理）

意見

　本施設の設置目的は、教養文化および観光拠
点の整備の向上を図ることであり、当該目的達
成のためには施設の利用者の増加や満足度を高
めることが求められる。満足度の向上のため、
利用者にアンケートの実施を行っているが、回
収率が2%程度と著しく低い状況である。事業が
どのように評価されているのか、客観的な評価
方法としてアンケート回収率の増加並びに適切
な事業評価の実施による業務改善への施策の実
行が望まれる。

　アンケート回収率の増加に向け
て，指定管理者と協議を行い，来館
者に対し積極的に声かけを行うこと
とした。これにより，蘭島閣美術館
においては，アンケート回収率が5％
に上昇した。アンケートで寄せられ
た意見については，管理運営に反映
し，モニタリングで評価を実施して
いる。

平成３０年度包括外部監査指摘・意見に対する措置状況について
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H30年度 92
商工振興
課

6
(a)指定
管理（非
公募）

ビュー・ポート
くれのうち呉市
きんろうプラザ
及び付属駐車場
の運営業務並び
に呉市の専有部
分及び付属駐車
場の維持管理に
関する協定

意見

　呉市きんろうプラザの設置目的は、勤労者の
福祉の増進と教養文化の向上を図ることであ
り、当該目的達成のためには施設の利用者数の
増加や満足度を高めることが求められる。しか
し、平成２６年度の利用者数が215,756名に対
し、平成２９年度は153,866名に２８．７％減
少している。これは、利用者数等の目標設定が
されず、目標管理が実施されていないことが一
因である。そのため、目標設定及び目標管理の
実施を検討する必要があると考える。また、満
足度の向上のためには、利用者に対するアン
ケートを実施し分析し業務改善する必要があ
る。しかし、受託者は、平成２９年度のアン
ケート回収枚数が僅か２９枚のみ（利用者数
153,866名の0.019%）であり、有効な分析がで
きていない。そのため、アンケート回収枚数の
増加を促し、有効な分析を実施する必要があ
る。
　次に、呉市が行った当指定管理の評価である
平成２９年度の公の施設の指定管理者のモニタ
リング評価票によると、年間を通じてのアン
ケート調査を実施し、積極的に利用者のニーズ
や苦情を求める取り組みをしている点について
加点評価を行っている。しかしながら、僅か２
９枚のアンケートでは積極的に利用者のニーズ
や苦情を求める取り組みをしているとは言い難
く、適切な評価の実施が必要である。

　令和元年度のアンケート回収は66
枚で，平成29年度の29枚から倍増し
た。アンケート満足度5段階中，5ま
たは4と回答した割合は76.3％，満足
度2または1と回答した割合は3％と一
定の満足は得られていると考えてい
る。
　アンケートに寄せられた意見につ
いては，管理運営に反映し，サービ
スの向上に努めている。
　今後も引き続きアンケート回収率
の向上に努め，施設の今後の利活用
について指定管理者と検討をしてい
く予定である。
　なお，令和元年度のモニタリング
評価では，加点評価はしていない。
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H30年度 164
環境政策
課

31

(d)契約
金額
1,500万
円以上の
随意契約

東部火葬場ほか
火葬等業務

意見

　各斎場別に利用者1件当たりの委託料を計算
したところ、呉市斎場に比して蒲刈斎場が著し
く高い。
　斎場の統廃合を具体的な検討課題とすべきで
ある。

　　安芸灘４島の火葬場の統廃合に
ついては，地域住民との協議を行い
検討している。
　その結果，令和２年度末での下蒲
刈火葬場の廃止，令和５年度の極楽
苑の廃止，蒲刈火葬場と豊火葬場の
２火葬場について，長寿命化を図
り，存続火葬場とすることの合意を
得た。
　令和２年１２月議会においては，
下蒲刈火葬場を，令和２年度末を
もって廃止とすることが議決され
た。そのため，今後は下蒲刈火葬場
の代わりとして，蒲刈火葬場が使用
される見込みがある。
蒲刈火葬場については，今後とも存
続施設としての位置付けを行う予定
である。
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　令和３年度からの小学校給食運営
の委託業務の更新については，第３
次呉市行政改革実施計画に基づき，
委託校を計１６校に拡充した。
　委託に当たっては，これまでの学
校毎の契約を見直し，地区毎（東地
区６校及び西地区１０校）に学校を
まとめて委託する方式とし，経費の
節減に努めた。
　また，２地区に分けて発注したこ
とにより，市内登録業者３者が入札
に参加し，競争性が確保されたもの
となった。

　小学校給食運営の委託者の選定過程について
検討する余地がある。
　小学校給食運営事業（48～48-8）と中学校給
食運営事業（48-9～11）とでは入札者数と落札
率に違いがある。中学校給食では4～6社による
入札で落札率は低いが、小学校給食は８案件と
も２者による入札で高い落札率となっている。
　いずれの契約方法も指名競争入札によるもの
ではあるが、給食の事業方式と入札参加資格要
件が異なることから入札参加者数に影響し、結
果として落札率に違いが生じているものと考え
られる。
　小学校給食は敷地内の調理室を使いその学校
分のみを調理する自校調理方式による業務を呉
市内に事業所がある業者に限定して指名してい
る。中学校給食は民間業者の施設で調理したラ
ンチボックスを各学校に届けるデリバリー方式
による業務を広島県内の業者に広げて指名して
いる。
　呉市では、平成25年度にとりまとめた「呉市
中学校給食整備基本構想」をもとに、平成27年
度から中学校給食を開始した。デリバリー方式
の採用により、集中調理することができ業務の
効率化が図れたが、当時の入札希望業者が呉市
内にいなかったため入札参加可能業者を広島県
内に広げた。結果として、入札参加業者の委託
選定に際して十分な競争原理が働いたと考えら
れる。
確かに、入札参加資格の地理的要件を拡大する
ことは、地元業者が排除され地元業者以外が委
託先となる可能性を高めてしまうことになる。
地域的要件と競争性の確保は二律背反であり、
両立が困難な面があるが、競争性を高めること
で地域経済の活性化につながる場合もあるの
で、小学校給食に関しても入札参加企業を募る
べく地元外からも広く入札参加者を募るべきで
ある。

意見

昭和北小学校給
食調理等業務，
横路小学校給食
調理等業務，白
岳小学校給食調
理等業務，広小
学校給食調理等
業務，阿賀小学
校給食調理等業
務，呉中央小学
校給食調理等業
務，宮原小学校
給食調理等業
務，吉浦小学校
給食調理等業
務，呉市立中学
校給食調理等業
務（東部地
区），呉市立中
学校給食調理等
業務（中央地
区），呉市立中
学校給食調理等
業務（北部地
区）

(f)支出
命令済額
５００万
円以上の
複数年契
約

48，
48-2
～48-
11

学校施設
課

230～
242

H30年度

4/4



監査
年度
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ページ

所属名称 № 名称等
指摘
区分

指摘・意見事項 指摘・意見事項に対する措置状況

R元年度 157
情報統計
課

1

個⼈情報の管理の
徹底−電磁的記憶
媒体（USB メモリ
等）の管理体制の
整備

指摘
 (i) USB メモリ等は特定部署で管理する。各部署で
購入は禁止し、特定部署が⼀括管理し、必要部署に
支給すべきである。

　情報統計課で，段階的にUSBメモリ等
を調達管理し，必要部署に支給すること
とした。

R元年度 157
情報統計
課

2

個⼈情報の管理の
徹底−電磁的記憶
媒体（USB メモリ
等）の管理体制の
整備

指摘
(ii) 使用部署では保管場所を定め、使用時以外
は施錠管理すべきである。

　USBメモリ等の使用部署で，保管場
所を定め，使用時以外は施錠管理を
徹底するよう義務付けることとし
た。

R元年度 157
情報統計
課

3

個⼈情報の管理の
徹底−電磁的記憶
媒体（USB メモリ
等）の管理体制の
整備

指摘
(iii) 端末には利用許可されたUSB メモリ等の
み接続が可能とするべきである。

　資産管理ソフトで段階的にUSBメモ
リ等の利用制限を実施することとし
た。

R元年度 157
情報統計
課

4

個⼈情報の管理の
徹底−電磁的記憶
媒体（USB メモリ
等）の管理体制の
整備

指摘
(iv) USB メモリ等（特に外部持出し用）は必ず
パスワード設定とデータの暗号化を行うべきで
ある。

　該当部署に指示し，USB メモリ等
は必ずパスワード設定とデータの暗
号化を行う運用とした。

R元年度 157
情報統計
課

5

個⼈情報の管理の
徹底−電磁的記憶
媒体（USB メモリ
等）の管理体制の
整備

指摘
(v) 利用USB メモリ等は、全て管理し利用履歴
を残すべきである。

　該当部署に指示し，USB メモリ等
は利用管理簿で管理し，資産管理ソ
フトで履歴を残す運用とした。

R元年度 157
情報統計
課

6

個⼈情報の管理の
徹底−電磁的記憶
媒体（USB メモリ
等）の管理体制の
整備

指摘
(vi) 外部委託先への検査もしくは監査を定期的
又は随時行い、検査（監査）報告書を作成する
べきである。

　各システム担当課において，外部
委託先への定期的又は随時の検査を
行うことした。

R元年度 157
情報統計
課

7

個⼈情報の管理の
徹底−電磁的記憶
媒体（USB メモリ
等）の管理体制の
整備

指摘
(vii) 「呉市情報セキュリティポリシー」に
も、情報の持ち出し不可設定の規定を盛り込む
べきである。

　現行の国のガイドライン等を踏ま
え，USBメモリ等の利用制限について
追記するなど，その他指摘事項への
対応を含めて「呉市情報セキュリ
ティポリシー」の改定を行った。

令和元年度包括外部監査指摘・意見に対する措置状況について
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